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公共建築物木造・木質化推進事業実施要領 

 

 

第１  趣 旨 

   地球温暖化防止に向けた森林吸収目標の達成と木材・木質バイオマスを活用した低

炭素社会の実現が求められる中、公共建築物木造・木質化推進事業を実施することに

より、地域の実情に応じて、その創意工夫に基づき、公共建築物等での県産材利用を

促進する事業を実施し、間伐等の森林整備加速化と間伐材等の森林資源を活用した林

業・木材産業等の地域産業の再生を図ることとする。 

 

第２  事業の内容等 

１ 事業の種目、内容及び施設区分 

  事業の種目及び内容については「公共建築物木造・木質化推進事業補助金交付要綱」

（平成２４年３月３０日林第６５９号。以下「交付要綱」という。）別表１のとおり

とし、その施設区分については交付要綱別表２のとおりとする。 

 

２ 事業実施主体 

  事業実施主体については、「交付要綱」別表１のとおりとするほか、「林業・木材

産業循環成長対策交付金実施要領」（令和５年３月 30 日４林政経第 899 号林野庁長

官通知。以下「実施要領」という。）別表１に定めるとおりとする。 

   ただし、事業実施主体は、相当期間にわたって事業活動を継続し、かつ、規約等に

より適正な運営が行われることが確実であると認められる者に限る。 

 

３ 事業の対象経費 

   事業の対象経費については、実施要領別紙１のとおりとする。 

 

４ 事業の採択基準等 

   事業の採択基準等については、実施要領別表１のとおりとする。     

 

第３ 事業実施期間 

   当該事業は、単年度に完了することを原則とする。 

 

第４  事業計画 

 １ 全体事業計画の作成 

 この事業を実施しようとする者は、全体事業計画承認申請書（第１号様式）を作成

し、これを知事に提出し、その承認を受けるものとする。 

 

 ２ 全体事業計画の変更 

 事業実施主体は、全体事業計画について、以下に定める重要な変更を行う場合は、

全体事業計画変更承認申請書（第４号様式）を作成し、これを知事に提出し、その承

認を受けるものとする。 

    ア 工種又は区分の１件当たりの事業費の増減。 

        イ 工種又は区分の新設・廃止 

    ウ 第２号様式の「個別指標」欄の変更 

    エ 第３号様式の各表における計画数量の減 

 

 ３ 全体事業計画作成に係る留意事項 

    ア 利用計画から見て事業の実施効果の発現が十分に見込まれるものであるこ

と。 

    イ 施設について、適切な出資金の確保や運転資金を含む資金計画、用地の手当
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の明確化等の観点から、当該計画が確実に実行されると認められるものである

こと。 

        ウ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条に定める地域森林計画、同法第

１０条の５に定める市町村森林整備計画、当該地域に係る国、県又は市町村の

土地利用に関する計画等に即したものであること。 

 

第５ 事業の実施 

   事業実施主体は、地域の実情に鑑み、過剰と見られるような施設等の整備を排除す

る等徹底した事業費の低減に努めるものとし、施設ごとの投入費用が原則として１施

設につき上限４０，０００万円の範囲内で必要と認められるものであることとする。 

 

 ３ 施設整備等の一般的基準 

 （１）補助の対象となる事業費は、事業実施地域において使用されている単価及び歩掛

りを基準として、当該地域の実情に即した適正な現地実行価格により算定するもの

とする。また、施設については当該地域において一般的に使用されている仕様を基

準とし、規模、構造等についてはそれぞれの目的に合致させるものとし、経費の節

減に努めることとする。 

 なお、補助対象とする建物に係る敷地整備の面積は、建坪面積のおおむね３倍以

内とする。 

（２）自力又は他の助成によって整備に着手した施設を当該事業に切り替えて対象とす

ることは、認めないものとする。 

（３）個人施設若しくは目的外使用のおそれのある施設又は事業効果の少ない施設は、

当該事業の対象としないものとする。 

（４） 施設等の設置に当たっては、原則として木造とし、使用する木材は、合法性の確

認に当たり、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成２８年法

律第４８号」に則するとともに、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明の

ためのガイドライン（平成１８年２月１５日林野庁）」に準拠した「合法伐採木材」

とする。 

 （５）施設費は、新築、新設又は新品の取得による事業のほか、既存施設及び資材の有

効利用等からみて、当該地域又は事業の実情に即し必要があると認められる場合に

は、増築、改築、併設若しくは合体の事業又は古品古材の利用に係る事業を対象と

することができるものとする。 

    ア 施設の入替え（既存施設の全部又は一部を廃棄して、新築、新設又は新品の

取得を行う事業をいう。以下同じ。）については、次のとおりとする。 

    （ア）対象経費は、事業費から既存施設の処分価格を控除した額とする。 

    （イ）施設の一部のみを入れ替える場合にあっては、既存施設の耐用年数等を十

分考慮して実施するものとする。 

    イ 増築、改築、併設又は合体の事業については、次のとおりとする。 

     なお、既存施設の取壊しに係る経費は、補助の対象としないものとする。 

    （ア）増築 

    増築とは、新たに施設の面積、容積又は延長を増加することを目的として、

既存施設に連接して施設の新築又は新設を行うことをいうものとし、増築に

よって拡大する部分が既存施設と同程度以上の構造及び仕様である場合に限

り対象とするものとする。 

       ただし、既存施設と増築により拡張する部分の受益の態様が異なる場合は

この限りでない。 

 （イ）改築 

    改築とは、既存施設の全部又は一部を取り壊した後、引き続きこれと用途、

規模及び構造が著しく異ならない施設を設置することをいうものとし、既存

施設の資材を活用することができる場合に限り補助の対象とするものとす
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る。 

    （ウ）併設 

    併設とは、他種の既存施設に連接して施設を設置することをいうものとし、

既存施設の利用上支障がないと認められる場合に限り対象とするものとす

る。 

 （エ）合体 

    合体とは、他種の事業と同時に合一して施設を設置すること又は二以上の

事業実施主体が同種の事業を同時に合一して施設を設置することをいうもの

とし、設置しようとする施設の設置目的及び利用が阻害されず、かつ、それ

ぞれの事業の固有の工事費又はそれぞれの事業主体が負担する工事費が区分

され、共通する工事費が施設の規模、能力又は利用区分に応じて按分するこ

とが可能である場合に限り対象とするものとする。 

    なお、合体により施設整備を実施する場合の補助の対象となる経費と対象

以外の経費の区分は、床面積、容積、施設の構造等を基準として実情に即し

た方法で行い、実施設計書において明らかにしておくものとする。また、実

施設計費及び工事雑費はそれぞれの事業費の割合に応じて按分するものとす

る。 

    ウ 使用する古品古材は、新品新資材と同程度の耐用を有するものとし、購入価

格は、適正に評価され、かつ、新品新資材の価格を下回るものとする。 

 （６）以下の場合については、補助の対象とすることは認めないものとする。 

    ア 整備を予定している施設の規模等が、計画を達成する手段としては、過大で

あるもの。 

    イ 新技術を導入する場合であって、現地での事業効果の発現が十分に明らかで

ないもの。 

    

第６ 施設の管理 

   事業実施主体は、事業について厳正かつ的確な実施を期するとともに、事業の目的

が十分達成されるよう事業完了後における運営管理に必要な措置を講ずるものとす

る。 

 （１）管理主体（原則として事業実施主体とする。以下同じ。）は、補助金により取得

し、又は効用の増加した財産等については、補助金の趣旨に即して適正に管理運営

するものとする。 

（２）管理主体は、施設の管理運営状況を明確にするため、その種類、所在、構造規模、

価格、得喪変更の年月日等を記載した台帳（第５号様式）を備えるものとする。 

（３）管理主体は、施設ごとに管理規程を定めて適正な管理運営を行うとともに、その

更新等に必要な資金（償却引当金等）の積立てに努めるものとする。 

（４）事業実施主体が、普通地方公共団体である場合は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第３項に定める指定管理者に管理を行わせることができ

る。 

（５）施設の処分等の取扱いについては、「補助事業等により取得し、又は効用の増加

した財産の処分等の承認基準について（平成２０年５月２３日付け２０経第３８５

号農林水産省大臣官房経理課長通知）」に準じることとする。  

（６）施設等の転用等の取扱いについては、「森林整備事業等の施行地等の転用等に伴

う補助金等の返還措置要領（平成１９年８月２２日付け１９林整整第３１５号林野

庁長官通知）」に準じることとする。 

 

第７ 達成状況報告 

   事業実施主体は、実施要領第６の規定により、目標の達成状況を次により知事に報

告しなければならない。 

 （１）目標年度 
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    目標年度は、事業完了の翌年度から起算して５年目とする。 

 （２）調査年度及び提出様式 

    調査年度は事業完了の翌年度から目標年度までのすべての年度において行うもの

とし、各調査年度の翌年度の７月末日までに第６号様式により知事に報告するもの

とする。 

（３）各年度計画に対し達成率が８０％未満となった場合は、その要因及び目標の達成

に向けた取組についてを別様に記載し、達成状況報告に添付するものとする。 

なお、第９による改善措置等を実施する場合は、改善計画の作成をもってこれ

に代えることができる。 

     

第８ 事業評価 

   事業実施主体は個別の事業について「林業・木材産業循環成長対策交付金の事業評

価実施要領」（令和５年３月 30 日付け４林政経第 900 号林野庁長官通知）により、

次のとおり事前評価及び事後評価を実施するものとする。 

 （１）事前評価 

     事業実施主体は、全体事業計画の作成及び全体事業計画の変更段階において、費

用対効果分析による事業効果の測定を行い、第７号様式により第４による全体事業

（変更）計画書（第２号様式）と同時に、知事に報告するものとする。 

 （２）事後評価 

    事業実施主体は、目標年度において、事前評価を行った事業ごとに費用対効果分

析による事業効果の測定を行い、第８号様式により第７による達成状況報告と同時

に、知事に提出するものとする。 

 

第９ 改善措置等 

      知事は、事業実施主体が全体事業計画において個々に設定した指標の目標値の達成

状況が低調な場合は、その原因を調査・分析するとともに、以下の必要な措置を講ず

るものとする。 

 （１）低調である場合とは、次のア又はイのいずれかとする。 

   ア 全体事業計画に定める指標について、目標年度における目標値の達成率が７０

％未満である場合 

   イ 全体事業計画に定める指標について、目標年度までの期間における目標値の達

成率が３年連続して７０％未満となった場合又は、単年度で５０％未満の場合 

 （２）知事は（１）のア又はイのいずれかに該当する場合には、事業実施主体によるそ

の要因及び推進体制、施設の利用計画の見直し等、目標達成に向けた方策を内容と

する改善計画の作成を含む目標達成に向けた措置（以下「改善措置」という。）を

実施するものとする。 

    ただし、自然災害や社会的・経済的事情の著しい変化等予測不能な事態の場合を

除く。 

（３）事業実施主体は、改善措置を実施した場合は、改善措置を実施した年度の翌年

度から起算して５年間改善措置に対する達成状況を第７に準じて知事に報告する

ものとする。 

 （４）知事は、改善措置を実施しても、なお目標の達成率が５０％未満である場合は、

事業の中止または条件を付した事業の継続等の検討を行うものとする。 

 

第 10 補助指令前着手 

 １ 事業の着手は、原則として補助の指令に基づき行うものとするが、当該年度内にお

いてやむを得ない事由により、補助指令前に事業着手をしようとする者は、あらかじ

め指令前着手届（第９号様式）を知事に提出しなければならない。 

 ２ 前項により届をした者は、次に掲げる制限を受けるものとする。 

 （１） 補助の指令を受けるまでの期間内に、天変地異等の事由により、実施した事業に



5 
 

損失を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担するものとする。 

 （２） 補助の指令の補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合において

も、異議の申し立てはできないものとする。 

 

 

附則 

  この要領は、平成２５年６月５日から施行する。 

 

 この要領は、平成２９年４月３日から施行し、平成２９年度事業の補助金から適用す

る。 

 

この要領は、平成３０年４月２日から施行し、平成３０年度事業の補助金から適用す

る。 

 

 この要領は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度事業の補助金から適用する。 

 

 この要領は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度事業の補助金から適用する。 

 

 この要領は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度事業の補助金から適用する。 

 

 この要領は、令和５年４月３日から施行し、令和５年度事業の補助金から適用する。 

 


